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》
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《三条本洛中洛外図》の人脈について

は
じ
め
に

現
存
す
る
最
古

の

「洛
中
洛
外
図
」
屏
風

は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

に
所
蔵

さ
れ
て
お
り
、
現
在
は
重
要
文
化
財

の
指
定

を
受
け
て

「歴
博
甲
本
」
と
命
名

さ
れ
て
い
る
が
、
永
ら
く
旧
所
蔵
者

の
名
前

か
ら
通
称

「三
条
本
」、
「町
田

本
」
な
ど
と
呼
ぼ
れ
て
き
た
。
こ
の
屏
風
は
有
名
な

「上
杉
本
洛
中
洛
外
図
」

よ
り
早
く
描

か
れ
た
が
、
多
く

の
共
通
点
を
持

っ
て
い
る
。
「上
杉
本
」
は
十

六
世
紀
以
来
上
杉
家
が
所
蔵
し
て
き
た
も

の
で
あ
る
が
、
「三
条
本
」
の
伝
来

は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
二
十
世
紀
の
は
じ
め
頃
の
所
蔵
者
が
三
条
公
爵
家
で

あ

っ
た
の
で
、
本
文

で
は

「
三
条
本
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
三
条
本
は
、

様
々
な
点

で
独
自

の
特
徴
を
持

っ
て
い
る
。
例
え
ぽ
、
こ
の
屏
風
は
通
常
用
い

ら
れ
る
輪
郭

の
は

っ
き
り
し
た
金
雲
の
代
わ
り
に
、
金
泥
に
よ

っ
て
雲
や
霞
が

描
か
れ
て
い
る
唯

一
の
作
例
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
屏
風
は

い
ぬ
お
う
も
の

能
楽
と
犬
追
物
と
い
う
珍
し
い
風
俗

モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
て
い
る
唯

一
の
作
品

　
エ

　

で
あ
る
。
他

の
多
く

の
洛
中
洛
外
図
と
同
じ
よ
う
に
、
三
条
本

は
歴
史
学
者
た

ち
に
よ

っ
て
十
六
世
紀

に
お
け
る
京
都

の
人
々
の
生
活

の
様
子
を
知
る
た
め
の

視
覚
的
な
資
料
と
し
て
か
な
り
研
究
さ
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
、
当
時

の
人
々
が

ど

の
よ
う
な
服
装
を
し
、
ど

の
よ
う
な
形

の
住
宅
に
住
ん
で
お
り
、
ど

の
よ
う

な
仕
事
を
し
て
い
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。

こ
の

屏
風

に
は
実

に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

本
稿

で
は
、
「解
釈
」
の
見
地

か
ら
こ
れ
を
論
じ
た
い
と
思
う
。

つ
ま
り
三
条

本
は
何
か
特
別
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
も
し

そ
う

で
あ
れ
ぽ
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
本

稿

の
方
法
と
目
的
は

「三
条
本
洛
中
洛
外
図
」
屏
風
に
描
か
れ
て
い
る
特
定
の

建
物

の
配
置
と
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
探
究
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
屏
風

が

い
か
な
る
意
図

で
描

か
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
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は
じ
め
に
三
条
本

の
構
成

に
つ
い
て
簡
単

に
説
明
す
る
と
、
こ
の
作
品
は
六

曲

一
双
屏
風
で
、

か
な
り
褪
色
し
て
い
る
が

、
着
彩
が
施
さ
れ
て
お
り
、
金
泥

で
描
か
れ
た
霞
が
画
面
全
体
に
整
然
と
漂

っ
て
い
る
。
右
隻
に
は
京
都

の
東
半

分
、
す
な
わ
ち
室
町
通
り
あ
た
り
か
ら
東
山
が
描
か
れ
て
い
る
。
鴨
川
と
東
山

の
山
並
み
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
ぐ
に
分
か
る
。

一
方
左
隻
は
、
か
な
り

空
間
が
変
形
し
て
お
り

一
条
通
り
の
北

の
相

国
寺

か
ら
上
賀
茂
ま
で
、
そ
し
て

北
山

の
山
々
に
沿

っ
て
西

へ
嵐
山
か
ら
桂
川

ま
で
の
広

い
地
域
が
描
か
れ
て
い

る
。
右
隻
と
左
隻
で
は
こ
の
よ
う
に
京
都
を
見
渡
す
視
点
が
か
な
り
異
な

っ
て

い
る
。
そ
の
理
由

の

一
つ
は
、
十
六
世
紀

の
頃

に
は
下
京
は
商
人
や
職
人
が
住

む
地
域
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
上
京
は
天
皇
、
将
軍
、
公
家
、
有
力
武
家
が

住
ん
で
お
り
、
ま
た
様
々
な
宗
派

の
大
寺
院
が
あ
り
、
作
者

の
目
が
後
者

に
注

が
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
屏
風

の
作
者
は
四
季
を
三
扇
ず

つ
に

均
等
に
ふ
り
わ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
整
然

と
し
た
季
節

の
流
れ
の
中
に
京
都

の
町
を
ま
と
め
上
げ
て
い
る
。

次
に
こ
の
三
条
本

の
制
作
年
代
で
あ
る
が
、

一
般

に
洛
中
洛
外
図
や
特
定

の

場
所
を
描

い
た
作
品
は
二

つ
の
異
な
る
基
準

に
よ

っ
て
年
代
設
定
が
行
わ
れ
る

こ
と
が
多

い
。

一
つ
目
は
画
面
に
描
か
れ
た
建
築
物
や
景
色
に
基
づ
い
て
年
代

付
け
を
行
う

「景
観
年
代
」
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、

一
五
二
五
年

に
建
て
ら
れ
た

建
築
物
が
描
か
れ
て
お
れ
ば
、
そ
の
作
品
は

一
五
二
五
年
以
降

に
完
成
し
た
こ

と
に
な
る
と
推
定
す
る
方
法
で
あ
る
。
二

つ
目
は
作
品
の
様
式
や
描
法
に
よ

っ

て
年
代
を
推
定
す
る

「様
式
年
代
」
で
あ
る
。
様
式
年
代
は
し
ぼ
し
ば
景
観
年

代
に
手
が
か
り
を
求

め
る
が
、
作
品
の
様
式
や
作
者
、
も
し
分
か
っ
て
い
れ
ば

作
品

の
由
来
、
ま
た
絵
画

の
素
材
と
い
っ
た
他

の
要
素
な
ど
も
考
慮
す
る
。
景

観
年
代
法
か
ら
推
定
す
る
と
、
「
三
条
本
洛
中
洛
外
図
」
は

一
五
三
〇
年
代
か
、

四
〇
年
代
、
も
し
か
す
る
と
五
〇
年
代

の
京
都
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
年
代
は

先
行
す
る
研
究
者
た
ち
の
い
う

一
五
二
五
年
か
ら

一
五
四
〇
年
と
い
う
年
代
付

　
　

　

け
と
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。

か
つ
て
私
が
別
の
と
こ
ろ
で
論

じ
た
よ
う
に
、
様
式
や
建
築
や
そ
の
他
の
画
面

に
描
か
れ
た
諸
要
素
か
ら
推
定

し
て
、
三
条
本
は

一
五
三
〇
年
代
末

か
ら

一
五
四
〇
年
代
こ
ろ
に
狩
野
松
栄
が

　
ヨ

　

担
当
し
た
狩
野
派

の
工
房

に
よ

っ
て
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
先

行
研
究
で
は
こ
の
制
作
時
期
の
も

つ
意
味
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
時
期
と
い
う

の
は
、
ま
さ
に
足
利
義
晴

の
治
世

(
一
五
二

一
～

一
五
四
六
)

に
当
た

っ
て
お
り
、
そ
の
う
え
、
足
利
将
軍

の
地
位
が
も

っ
と
も
深
刻

に
脅

か

さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ

っ
た
。
例
え
ば
、
十
二
代
将
軍
足
利
義
晴
は

一
五
二
八

年

か
ら

一
五
三
四
年
ま
で
近
江
の
国

へ
逃
亡
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
義
晴

の
治

世
の
最
後

の
十
年
間
、

つ
ま
り

一
五
三
六
年
か
ら

一
五
四
六
年
ま
で
は
、
比
較

的
平
和
で
政
治
的
に
も
安
定

し
て
い
た
が
、
そ
の
間
も

一
五
四

一
年
か
ら

一
五

四
二
年
に
か
け
て
の
六

ヶ
月
間
だ
け
で
は
あ

っ
た
が
、
義
晴
と
そ
の
後
継
者
が

再
び
近
江

へ
逃
亡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
三
条
本
が
将
軍
家

の
も

っ
と
も
不
安
定
な
時
期

の
京
都

の
町

を
描

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
三
条
本
が
描
き
出

そ
う
と
し
た
世
界
の
意
味
、

ひ
い
て
は
誰
の
興
味
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
描
か
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《三条本洛中洛外図》の人脈について

れ
た
の
か
と
い
う
も

っ
と
大
き
な
意
味
合
い
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
と
私

は

考
え
る
。三

条
本

の
人
脈

ま
ず
最
初

に
、
屏
風

の
図
像
学
的
な
要
素
、

つ
ま
り
こ
の
絵

の
た
め
に
ど
の

よ
う
な
建
築
物
が
選
ぼ
れ
、
そ
れ
ら
は
ど

の
よ
う
な
特
徴
を
も

つ
の
か
と
い
う

こ
と
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
す
べ
て
の

「洛
中
洛
外
図
」
と
同
じ
よ
う

に
、
三

条
本
も
ま
た
あ
る
意
味

で
理
想
化
さ
れ
た
都
市

の
姿
を
表
現
し
て
い
る
。
し
た

図1旧 三 条家 本洛中洛外図屏風(「 三条本」、 「町田本」、「歴博 甲本」)。

国立歴史民俗博物館蔵 。左隻第一扇 よ り、足利将軍の屋敷。

が

っ
て
屏
風

の
作
者
は
あ
る
特
定

の
建
築
物
を
選
択
し
て
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
、

画
面
内

の
モ
チ
ー
フ
に
あ
る
特
定

の
視
点
を
与
え
、
そ
れ
ら
を
巧
み
に
操
作
し
、

絵
画

の
中

に
視
覚
的
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
上
げ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
以
下
重
要
な
建
築
物
を
見
て
い
こ
う
。

足
利
家

将
軍
義
晴
の
屋
敷
は
、
左
隻
で
は
最
も
目
立

つ
モ
チ
ー
フ
と
な

っ
て
い
る
。

(図
1

日
三
条
本
洛
中
洛
外
図
、
「公
方
様
」)
屏
風

の
前

に
座

っ
て
眺

め
る
と
、

図2三 条本 、左隻第一扇 よ り、将軍邸 内。

図3土 佐光茂筆 「十念寺縁起絵巻」。京都市、十念寺蔵。
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図4三 条本、左隻第 二扇 よ り、将軍邸前。

 

目

の
高
さ
よ
り
少
し
下
、
と
て
も
見
や
す

い
高
さ
に

「
く
ぼ
う
さ
ま
」

の
貼
紙

を
添
え
る
屋
敷
と
細
川
屋
敷
が
目
に
入
る
。

お
よ
そ
三
十
人
ほ
ど

の
人
物
を
そ

の
周
り
の
地
域
に
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
将
軍
邸
が
こ
の
画
面
の
焦
点

で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
将
軍

の
屋
敷
と
土
地

を
完
璧
に
描

い
て
い
る
こ
と
に
加

え
、
大
勢

の
人
物
と
そ
の
姿
勢
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
作
者
は
こ
の
場

所
に
ま
つ
わ
る
こ
と
全

て
が
正
常
な
状
態
に
あ
る
よ
う
に
見
せ
か
け
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
画
家

の
意
図
を
示

す

一
つ
の
例
を
挙
げ
る
と
、
将
軍

の
屋
敷

の
外
庭
に
二
つ
の
武
士

の
集
団
が
待
機
し
て
い
る
。
茣
蓙

の
上

に
座

っ

図5A三 条本、左隻第二扇 よ り、細 川管領 邸の前。

図5B三 条本 、左隻第 二扇 よ り、細川管領邸 の前 、馬。

 

て
い
る
四
人
組
が
高

い
位
の
武
士
で
あ
る
こ
と
は
、
直
垂

に
折
鳥
帽
子
と
い
う

正
装
を
身

に
つ
け

て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。

(図
2

"
将
軍
邸
内
)
同
じ
よ
う

な
服
装
を
し
た
人
物
が
、
庭
に
面
し
て
い
る
も

っ
と
も
中
心
に
あ
る
建
物

の
中

に
も

い
て
、
あ
た
か
も
将
軍
や
将
軍
の
側
近
と
討
議
中
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。
将
軍
そ
の
人
は
見
え
な
い
も
の
の
、
縁
先

に
座

る
人
物

の
姿
勢
が
そ
の
存

在
を
暗
示
す
る
。
同
じ
よ
う
な
人
物

の
配
置
は
、
同
時
代

の
絵
巻

《十
念
寺
縁

起
絵
巻
》

に
も
見
ら
れ
る
。
(図
3

"
土
佐
光
茂
筆

「十
念
寺
縁
起
絵
巻
」、
部
分
)

そ
の
下
巻
第
二
段
に
は
、
六
代
将
軍
足
利
義
教
が
室
町
御
所
と
思
わ
れ
る
屋
敷
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《三条本洛中洛外図》の人脈について

の
大
広
間

の

一
段
高

い
畳
に
座

っ
た
姿
で
描

か
れ
て
い
る
。
他
の
人
物
た
ち
は

全
員
、
「
三
条
本
洛
中
洛
外
図
」
と
同
じ
よ
う
に
縁

に
座

っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
姿

で
座

っ
て
い
る
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
観
賞
者
に
は
そ
の

内
に
将
軍
が
居
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
条
本

の
作
者
は
、
将
軍
家

の
地
位
に
つ
い
て
他
に
も

い
く

つ
か
の
手
が

か

り
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
ま
ず
将
軍
邸

の
前

に
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
描
き
、

そ
し
て
近
く
の
細
川
管
領
邸

の
前

に
も
う

一
つ
の
グ

ル
ー
プ
を
描
い
て
い
る
。

(図
4

"
三
条
本
、
将
軍
邸
前
、
図
5
A

"
細
川
邸
部
分
)
人
物

の
描
写
や
服
装
な

ど
を
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に
将
軍
邸
の
グ

ル
ー
プ
の
方
が
管
領
邸
の
前
に
い
る

人
物
よ
り
も
高

い
位

に
あ
る
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
鳥
帽
子

た
て
え

ぼ

し

を
比
べ
る
と
、
将
軍
邸
前

の
人
物
が
立
鳥
帽

子
に
近
い
も

の
を
被
る
の
に
対
し

　
　

　

て
、
細
川
邸
前

の
人
物

は
侍

の
通
常

の
折
鳥
帽
子
を
被

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ

の
場
所
の
関
係
、

つ
ま
り
将
軍
家
の
方
が
管
領
家
よ
り
も
高

い
位
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
将
軍
邸
の
前

の
従
者

た
ち
は
長
刀

(そ
れ
と
も
槍
)
を
持

つ
者
以
外
は
全
員
が
直
垂
を
着

て
お
り
、

　
　

　

こ
れ

は
武
家

社
会

で
は
高

い
階
層

の
身

で
あ

っ
た
。
将
軍

邸

の
前

の
長
刀

(槍
)
持
ち
と
管
領
邸

の
前
に
い
る
集
団

の
従
者
た
ち
は
全
員
肩
衣
を
着
て
い

る
が
、
肩
衣
は
太
刀
を
持

つ
者

の
間
で
用

い
ら
れ
始
め
、
絵
画
資
料
で
確
か
め

ら
れ
る
限
り
、
十
七
世
紀
初
頭
ま
で
は

一
般
的
な
武
将

の
正
装
で
あ

っ
た
。

も
う

一
つ
の
手
が
か
り
は
細
川
邸
の
前

の
馬

の
描
写
で
あ
る
。
こ
の
馬
は
緋

く
ら
お
お
い

毛

氈

の
鞍

覆

を

つ
け

て

い

る
。

(図

5
B

H
三
条

本

、
細

川

邸
前

、

馬
)

緋

毛

氈

の
鞍
覆
は
将
軍
そ

の
人
が
使
う
と
は
限
ら
な

い
が
、
将
軍
家
と
深
く
関
係
す
る

も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
資
料
に
よ

っ
て
推
察

で
き
る
。
そ
の
資

料
と
は
十
三
代
将
軍
足
利
義
輝

の
元
服
式

の
記
録

『光
源
院
殿
御
元
服
記
』

で

あ
る
。
そ
こ
に
は
将
来

の
将
軍
に
な
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
義
輝

の
天
文

　
ら

　

十
五
年

(
一
五
四
六
)
の
行
列

の
様
子
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
将
軍

の
側
に
は

お
お
だ
ち

政
所
執
事
伊
勢
貞
孝
と
将
軍
側
近

の
大
館
晴
光
を
含
む
六
人

の
顧
問
役

の
騎
馬

姿
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
馬
に
は
や
は
り
緋
毛
氈
鞍
覆
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
三
条
本

に
描

か
れ
た
緋
毛
氈

の
鞍
覆

の
馬
は
、
こ
の
よ
う
な
将
軍

の
側
近
た
ち
の
存
在
を
暗
示
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

そ
し
て
興
味
深

い
こ
と
に

「
三
条
本
洛
中
洛
外
図
」
に
は
伊
勢
、
大
館
、
そ

し
て
畠
山

一
族
と
い
う
足
利
幕
府

の
重
要
な
家
臣
た
ち
の
家

は
描

か
れ
て
い

　
　

　

な
い
。
そ
の
代

わ
り
に
描
か
れ

て
い
る

の
は
、
細
川
管
領
家

と
細
川
典
厩
家

細
川

の
分
家
で
、
足
利
将
軍

の
刀
持
ち
を
務
め
た
家

、
そ
し
て
薬
師

寺
家
と
三
好
家

の
屋
敷
な
の
で
あ
る
。

細
川
管
領
家
お
よ
び
典
廐
家

の
屋
敷
は
、
足
利
将
軍
邸
と
同

一
の
水
平
線
上

の
第
二
扇
か
ら
第
三
扇

に
か
け
て
描

か
れ
て
お
り
、
(図
5
C

"
細
川
邸
、
典
厩

邸
)
二
つ
の
細
川
の
屋
敷
は
足
利

の
屋
敷

よ
り
若
干
小
さ
く
次

の
よ
う
な
構
造

に
な

っ
て
い
る
。
東
側

に
門
が
あ

っ
て
外
庭
と
中
庭
が
あ
り
、
本
館
に
は
従
属

す
る
建
物
が
い
く

つ
か
あ
り
、
南
側

に
は
贅
を
尽
く
し
た
庭
が
あ
る
。
細
川
管

領
邸

の
庭
は
十
六
世
紀
前
半
当
時
洛
中
の
名
所
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
例

え
ぽ
大
永
七
年
(
一
五
二
七
)主
人

の
細
川
高
国
が
近
江

へ
逃
亡
中
に
も
か
か
わ
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わ
し
の
お
た
か
や
す

　ア
　

ら
ず
鷲
尾
隆
康
な
ど
数
人

の
公
卿

た
ち
が
庭

で
見
物
し
た
。
そ
し
て
典
厩
家
は

管
領
家

に
く
ら
べ
て
ひ
と
ま
わ
り
小
さ
く
描

か
れ
て
い
る
。

し

ば

も
と
も
と
管
領
職
は
細
川
、
畠
山
、
斯
波

と
三

つ
の
家

の
間
で
交
代

で
受
け

持
た
れ
て
い
た
が
、
応
仁

の
乱
以
後
、
細
川
氏
が
そ
の
力
を
背
景
に
こ
の
職
を

独
占
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
当

時
に
は
、
実
際
の
政
治
的
な
権
力

は
細
川
政
元
、
高
国
、
晴
元

(と
そ
の
家
臣

た
ち
)
が
保
持
し
て
お
り
、
究
極

的

に
は
将
軍
な
ど
必
要
な

い
政
治
状
況
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
結
果
的

に
天
正
元

年

(
一
五
七
三
)
ま
で
に
足
利
幕
府

は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。

図5C三 条本 、左隻第二扇 よ り、細 川管領邸 と典廐邸。

細
川
管
領
家
、
典
厩
家

の
建
物

の
両
側
に
は
、
細
川
氏

の
配
下
に
あ

っ
た
薬

師
寺
氏
と
三
好
氏

の
屋
敷
が
描
か
れ
て
い
る
。
金
の
霞

の
下
に
わ
ず
か
に
覗
い

て
い
る
薬
師
寺

の
屋
敷

は
、
「や
く
し
じ
ど

の
」
と

い
う
貼
紙

か
ら
確
定

で

　
き

　

き
る
。
三
好
の
屋
敷
も
ま
た
部
分
的
に
霞
に
隠
れ
て
お
り
、

こ
ち
ら
に
は
貼
紙

は
な
い
が
、
上
杉
本

に

「三
好
筑
前
」
と
書
か
れ
て
い
る
家
と

一
致
す
る
こ
と

　
　

　

か
ら
、
三
好
の
屋
敷
と
確
定
で
き
る
。
薬
師
寺

の
屋
敷
で
は
、
少
年
が
手
拍
子

を
打

つ
武
士
に
合
わ
せ
て
笛
を
吹
く
と
い
う
長
閑
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
時
期
薬
師
寺
家
は
都
で
の
確
執

か
ら
起
き
た
地
方
で
の
戦
争
に

図6三 条本、左隻第四扇 よ り、飛鳥 井邸。

図7三 条本 、左 隻第三扇 よ り、近衛邸。

62



《三条本洛中洛外図》の人脈について

　り
　

巻
き
込
ま
れ
て
い
た
。

一
方
、
三
好

の
屋
敷

に
は
若
者
が
門

の
中

に
立

っ
て
い

る
以
外
、
人
物
が
活
動
す
る
様
子
は
描

か
れ

て
い
な
い
。
こ
の

一
族
は
後

に
幕

府

に
対

し
て
反
乱
を
起
こ
し
、
そ

の
結
果
永

禄
八
年

(
一
五
六
五
)
に
将
軍
義

輝
は
暗
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
時
期

の
薬
師
寺
と
三
好
は
細
川
氏

の

配
下
に
あ
り
、

一
応
、
足
利
の
体
制
を
支
え

る
側

に
い
た
。
し
た
が

っ
て
細
川

氏
と
そ
の
家
臣
で
あ
る
薬
師
寺
と
三
好
を
表
象
す
る
こ
と
は
、
ま

っ
た
く
も

っ

て
足
利
家

へ
の
共
感
を
示
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
以
上

の
点

か
ら
こ
の
屏
風

の
作
者
は
、
幕
府

の
権
威
を
直
接
描
き
出
す

の
で
は
な
く
む
し
ろ
忠
実
な
家
臣

た
ち
や
そ
の
親
族

の
つ
な
が
り
か
ら
な
る
複
雑
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
描
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
将
軍
家

の
安
定
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

公
家

次
に
、
当
時
の
足
利
公
方
と
も

っ
と
も
親

し
く
繋
が

っ
て
い
た
公
家

の
存
在

が
ど

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
分
析
す

る
。

公
家
方

の
建
物
に

つ
い
て
は
、
内
裏
に
加

え
て
飛
鳥
井
、
常
磐
井
宮
、
二
条
、

近
衛
、
三
条
西
と
い
っ
た
屋
敷
が
描

か
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
屋
敷
は
二
条
家

と
飛
鳥
井
家
を
の
ぞ
く
す
べ
て
が
、
ち

ょ
う

ど
内
裏
や
将
軍
邸
を
小
さ
く
し
た

ひ

わ
だ
ぶ
き

よ
う
な
檜
皮
葺
の
屋
根
と
庭
か
ら
な
る
構
造

に
よ

っ
て
際
だ

っ
て
い
る
。
内
裏

の
近
く

に
あ
る
貼
紙

の
な
い
家
々
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
仮
説
が
立

て
ら

　　
　

れ
て
お
り
、
決
定
的
な
説
は
な

い
。

蹴
鞠
と
歌
の
師
範
家

で
あ
る
飛
鳥
井
家
で
は
邸
の
庭
で
蹴
鞠
が
行
わ
れ
て
い

　レ
　

る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
(図
6

"
飛
鳥
井
邸
)
飛
鳥
井
家

に
つ
い
て
は
、
十

　お
　

六
世
紀

の
記
録

に
自
宅
で
し
ば
し
ぼ
蹴
鞠
を
催
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、

て
ん

ま
た
こ
の
家

の
者
は
幕
府
と
朝
廷

の
問

で

一
種

の
連
絡
係
り
、

つ
ま
り
武
家
伝

そ

ジつ奏
を
務

め
て
い
た
。
飛
鳥
井
雅
綱
は
足
利
義
晴
が
大
永
三
年

(
一
五
二
三
)
に

後
柏
原
天
皇

に
謁
見
し
た
際
、
ま
た
天
文
十
五
年

(
一
五
四
六
)
の
義
輝
の
元

　
ぬ
　

服
式
の
時

に
、
伝
奏

の
一
人
と
し
て
列
席

し
て
い
た
。
他

の
初
期
洛
中
洛
外
図

で
も
飛
鳥
井
家

で
蹴
鞠
が
行
わ
れ
て
い
る
様
子
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
が
、

こ
の

一
見
あ
り
ふ
れ
た
描
写
の
背
後

に
は
、
飛
鳥
井
家
が
幕
府
と
密
接
に
関
わ

っ
て
い
た
公
家

で
あ
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
五
摂
家

の
う
ち
、
三
条
本

に
描

か
れ
て
い
る
の
は
二
条
家
と
近
衛
家
だ

た
だ
ふ
さ

け
と

い
う
点

は
注
目

に
値
す
る
。
二
条
尹
房

(
一
四
九
六
-

一
五
五

一
)
は
天

文
三
年

(
一
五
三
四
)
か
ら
五
年
ま
で
関
白

の
地
位

に
あ

っ
た
の
で
、

こ
の
家

が
こ
の
屏
風
に
描
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
関
白

の
地
位

は
十
六
世
紀

の

前
半
に
お
い
て
は
近
衛
家

の
独
占
状
態

に
あ

つ
濬
。
(図
7

"
近
衛
家
)
逓
舒
穢

貂

(
一
五
〇
三
ー

一
五
六
六
)
は
、
他

の
五
摂
家
出
身
者

の
誰

よ
り
も
長
く
関

白
の
地
位

に
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
三
条
本
が
描

か
れ
た
と
さ
れ
る
時
期

の
大

半
は
、
稙
家
が
関
白
だ

っ
た
の
で
あ

る
。
近
衛
家

は
三
条
本

の
な
か
で
は
檜
皮

し
と
み

葺
の
屋
根
と
格
子
状

の
蔀
、
緑

の
畳
敷
き
か
ら
な
る

一
群

の
豪
華
な
建
物

で
表

さ
れ
て
お
り
、
南
側

の
檜
皮
葺

の
門

は
近
衛
家

の
朝
廷
に
お
け
る
最
高

の
地
位

と
そ

の
繁
栄
ぶ
り
を
示
す
以
外

の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
有
名
な
庭
に
高
く
聳

え
る
し
だ
れ
桜
に
よ

っ
て
、
こ
の
屋
敷

は

「桜
御
所
」
と
呼
ぼ
れ
て
お
り
、
こ
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こ
で
は
そ
の
高

い
枝

に
鶯
が
と
ま

っ
て
い
る
早
春

の
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。

近
衛
政
家

(
一
四
四
四
～

一
五
〇
五
)
の
代

以
降
、
近
衛
家
は
足
利
家

と
特

別
な
関
係
を
保
ち
続
け
た
。
平
安
時
代
に
天
皇

に
相
対
し
て
い
た
藤
原
氏
や
、

近
い
時
代

で
は
日
野
氏
と
い

っ
た
先
例
に
倣

っ
て
、
近
衛
家
は
娘
た
ち
を
二
人

　　
じ

の
足
利
将
軍
、
義
晴
と
義
輝
に
嫁
が

せ
た
。
近
衛
家

で
は
政
家

か
ら
そ
の
息
子

の
尚
通

(
一
四
七
二
～

一
五
四
四
)、
そ

の
孫

の
稙
家
、
曾
孫

の
晴
嗣

(前
久

"

一
五
三
六
～

一
六

一
二
)
に
至

る
ま
で
、
全
員
が
時

の
将
軍
か
ら
諱

の

一
字
を

　り
　

拝
領
し
た
。
近
衛
家
と
足
利
家
と
の
関
係
は
足
利
義
晴
と
義
輝
の
代

の
時

に
特

に
緊
密
で
、
近
衛
稙
家

の
妹
が
義
晴

の
正
室

と
な
り
、
義
輝
を
産
ん
だ
後
、
慶

寿
院
と
な
り
、

一
方
義
輝
は
稙
家

の
長
女

つ
ま
り
自
分
の
い
と
こ
と
結
婚
し
た
。

義
輝
と
近
衛
晴
嗣

(前
久
)
は
義
理
の
兄
弟

で
あ

る
と
同
時

に
い
と
こ
で
も
あ

っ
た
。
足
利
と
近
衛
両
家

の
次
男

(覚
慶

[後

の
足
利
義
昭
]
と
覚
誉
)
は
ど
ち

ら
も
藤
原
氏
の
菩
提
寺

で
あ
る
興
福
寺

の

一
乗
院

の
住
職
を
勤

め
、
足
利
と
近

衛

の
未
婚

の
娘
た
ち
は
ど
ち
ら
も
同
じ
よ
う

に
比
丘
尼
御
所

に
入

っ
た
。
こ
の

よ
う
に
十
六
世
紀

の
前
半

に
お
い
て
は
、
近
衛
家
と
足
利
家
は
同
じ
程
度

に
繁

栄
し
て
い
る

一
種

の
拡
大
家
族
と
み
ら
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
近
衛
家
と
足
利

家

の
密
接
な
関
係
を
さ
ら
に
証
明
す
る
の
が
、
義
晴
が

一
時
的

に
近
江

へ
逃
亡

し
た
と
き
、
近
衛
家

の
者
が
し
ば
し
ば
同
行

し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
近
江

で

天
文
三
年

(
一
五
三
四
)
に
義
晴
と
近
衛
稙
家

の
妹
は
結
婚
し
た
の
で
あ

っ
た
。

ま
た
義
輝

の
元
服
式
な
ど
に
近
衛
家

の
者
た
ち
が
列
席

し
た
こ
と
も
傍
証
と
な

　お
　

る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
足
利
家

の
者
も
近
衛
家

の
庭

で
催
さ
れ
た
花
見
に
参
加

　
む
　

し

た

こ

と

も

記

録

か

ら

分

か

っ
て

い
る

。

三
条
本
独
自
の
人
脈

以
上
見

て
き
た
よ
う
に
、
三
条
本

の
中
に
は
足
利
幕
府
に
深
く
関
わ
る
武
家

や
公
家

の
建
物
が
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

こ
れ
ら

の
モ
チ
ー
フ
は
決

し
て
三
条
本
独
自

の
も
の
で
は
な
く
、
他

の
洛
中
洛

外
図
に
も
描

か
れ
て
い
る
。
三
条
本
が
他

の
洛
中
洛
外
図
と
違

っ
た
何
か
に
つ

い
て
物
語
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
屏
風
独
自

の
要
素
、
ま
た
は
特

別
に
強
調
さ
れ
て
い
る
要
素
が
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
点

に

関
し
て
私

の
調
査

の
結
果
、
次

の
二

つ
の
際
だ

っ
た
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
分

か

っ
た
。

一
つ
目
は
上
京

の
尼
僧
寺
院

に
大
き
く
興
味
が
注
が
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
り
、
二
つ
目
は
三
条
西
家
の
描
写

で
あ
る
。
ま
ず

は
尼
僧
寺
院
か
ら
見

て
い

こ
う
。

尼
僧
寺
院

三
条
本
で
も

っ
と
も
よ
く
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
も
の
の

一
つ
が
尼
僧
寺
院

で

あ
り
、
他

の
洛
中
洛
外
図

に
比
べ
る
と
尼
僧
寺
院

に
多
大
な
集
中
力
が
注
が
れ

ど
ん
げ

て
い
る
と
い
う
点
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
曇
華
院
と
安
禅
寺
が
下
京
隻

に
、

　　
　

大
慈
院
、
宝
鏡
寺
、
光
照
院
、
三
時
知
恩
寺
が
上
京
隻
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ

れ
ら
の
尼
僧
寺
院
は
す
べ
て
公
家

の
屋
敷
と
同
じ
檜
皮
葺

の
屋
根

で
、
中
世

に

お
け
る
呼
称

「比
丘
尼
御
蘭
」
と
い
う
に
相
応
し
い
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
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の
中

で
宝
鏡
寺
と
曇
華
院

の
み
が
、
十
四
世
紀
初
頭

に
創
建
さ
れ
た
尼
五
山
に

た
つ
ち
ゆ
う

関
わ
る
寺
院

で
あ
る
。
尼
五
山
で
あ

っ
た
景
愛
寺
と
通
玄
寺

の
塔
頭

で
あ
る
宝

鏡
寺
と
曇
華
院
は
、
応
仁

の
乱
以
後
に
続

い
た
争
乱

の
中
で
、
本
山
が
滅
び
て

　の
　

し
ま

っ
た
後

に
残

っ
た
た
っ
た
二
つ
の
尼
寺

(塔
頭
)
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら

の

尼
寺

に
は
天
皇
家
、
公
家
、
大
名

の
娘
や
未
亡
人
が
入

っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の
寺
院
に
入

っ
た
女
性
た
ち
は
、
中
世
後
期

の
京
都

に
お
い
て
社
会
的
、
文
化

的

に
積
極
的
な
活
動
を
し
て
い
た
。
足
利
家

は
三
条
本

に
描
か
れ
た
尼
寺
と
も

っ
と
も
近

い
関
係
を
持

っ
て
お
り
、
脇
田
晴
子
氏
が
示
し
た
よ
う
に
、
足
利
将

軍
家

に
生
ま
れ
た
娘
全
員
と
後
継
者
に
選
ば
れ
た
者
以
外
の
息
子
た
ち
の
ほ
と

　お
　

ん
ど
は
髪
を
下
ろ
し
、
尼
寺
や
寺
院
に
入

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら

の
多
く
が
院
主
と
な

っ
た
。

こ
の
パ
タ
ー
ン
は
十
六
世
紀
ま
で
続
き
、
こ
の
屏

風

の
時
代
に
あ
た
る
足
利
義
晴
の
三
人
の
娘

は
、
そ
れ
ぞ
れ
宝
鏡
寺
、
大
慈
院
、

三
時
知
恩
寺

の
院
主
と
な

っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
三

つ
の
寺
院
は
三
条
本
で
は
そ

の
細
部
ま
で
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、
「
ほ
う
き
ょ
う
い
ん
ど
の
」
「
み
な
み
の
こ

し
ょ
」
「
い
り
え
ど

の
」
と
貼
紙
が
付

さ
れ

て
い
る
。

(図
8

"
宝
鏡
寺
)
こ
れ

ら
は

一
六
世
紀
初
頭
に
用

い
ら
れ
て
い
た
呼
び
方
と

一
致
す
る
。
ま
た
こ
れ
ら

よ
し
み

に
加
え
て
、
光
照
院
は
足
利
義
視

の
娘
が
享

禄
四
年

(
一
五
三

一
)
に
亡
く
な

　ム
　

る
ま
で
院
主
を
務
め
て
い
た
。

三
条
本
が
描
か
れ
た
時
、
三
条
本
で
貼
紙
を
付
け
ら
れ
た
三
つ
の
尼
寺
を
十

二
代
足
利
将
軍
の
娘
と
十
三
代
将
軍

の
妹
が
実
際
に
統
括
し
て
い
た
か
ど
う
か

確
定
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
そ
れ
を
確

か
め
る
に
は
、
こ
の
女
性
た
ち
の

生
没
年
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
更
な
る
調
査
が
必
要
だ

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
女
性
た
ち
が
慣
例
通
り
に
幼

い
と
き

に
尼
寺
に
入

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

一
五
四
〇
年
代
あ
た
り
に
彼
女
た
ち
が
そ
こ
に
住
ん
で

い
た
と
仮
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
光
照
院
と
曇
華
院
は
足
利
家
と

親
密
な
関
係
を
築

い
て
い
た
こ
と
か
ら
見

て
、
こ
の
二
院
が
描
き
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
よ

っ
て
も
、
こ
の
屏
風
が
足
利
家

へ
の
好
意
を
も

っ
て
描
か
れ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
も

っ
と
も
顕
著

に
伝
え
て
い
る
の
は
、

他

の
公
家
や
寺
院
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
伏
見
宮
や
青
蓮

だ
い
し
よ
う
じ

院
、
あ
る
い
は
大
聖
寺
と
い
っ
た
足
利
家
と
近
し
い
関
係

に
な
か

っ
た
尼
寺
は

描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
畠
山
、
伊
勢
、
大
館
、
仁
木
、
蜷
川
と
い

っ
た
幕
府
で
重
要
な
地
位

に
あ

っ
た
者
た
ち
の
屋
敷
も
見
あ
た
ら
な
い
。
他

の

重
要
な
寺
院
や
屋
敷
を
犠
牲

に
し
て
も
右

の
よ
う
な
尼
寺
を
描
く
と
い
う
構
成

上

の
特
徴
か
ら
も
、
三
条
本

の
作
者
が
足
利
家
中
心

の
世
界
を
描
き
出
そ
う
と

し
た
と
い
う
説
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
条
西
殿

三
条
本

の
重
要
な
特
徴
と
し
て
、
こ
の
洛
中
洛
外
図
の
み
が
三
条
西
家
を
描

い
て
い
る
。
内
裏
か
ら
正
親
町
通
り
を
横
切

っ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る

「
三
せ

う
に
し
ど

の
」
は
、
近
衛
家

に
劣
ら
ず
詳
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
(図
9

"

か
ぶ
き

三
条
西
邸
)
そ
こ
に
は
、
優
雅
な
装
束
に
身
を
包

ん
だ
二
人

の
公
家
が
、
冠
木

も
ん門

の
も
と
に
座

っ
て
門
前

で
行
わ
れ
て
い
る
鴬
合
せ
を
見
て
い
る
様
子
が
描
か
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れ
て
い
る
。
両
者
と
も
公
家
が
被
る
立
鳥
帽

子
を
着
け
て
お
り
、
そ

の
顔
は
白

く
塗
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
細
か
な
描
写

を
施
さ
れ
て
い
る
の
は
、
将
軍
邸

の
前
に
い
た
人
物
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
描

か
れ
て
い
る
主
要
な
二
人

の
人
物

の
身
元
を
は

っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
二
人
は
三

き
ん
え
だ

 条
西
公
条

(
一
四
八
七
-

一
五
六
三
)
と
公
条

の
息
子
実
世

(実
枝

二

五

=

1

一
五
七
九
)
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
と
も

と
三
条
家

の
分
家

で
あ
る
三
条
西

家
は
、
実
隆
と
公
条

の
代
に
最
も
繁
栄
し
、

こ
の
親
子
は
特

に
天
皇
家
と
親
密

な
関
係
を
持

っ
て
い
た
。
そ
し
て
公
条
は
三
条
西
家

に
お
い
て
は
最
初
で
最
後

図9三 条本 、右 隻第 六扇 よ り、三条西邸 。

　お
　

の
右
大
臣
正
二
位

に
ま
で
登
り

つ
め
た
人
物

で
あ
る
。

三
条
西
実
隆
と
公
条
は
、
都
が
定
期
的
な
戦
乱
と
そ
の
結
果

と
し
て
起

こ
る
壊
滅
的
な
大
火

に
巻
き
込
ま
れ
た
時
期

に
、
古

典
文
化

の
伝
統
を
保
存
す
る
た
め
に
精
力
的

に
活
動
し
た
。
実

隆
も
公
条
も
し
ば
し
ば

『源
氏
物
語
』
や

『古
今
集
』
や
そ
の

他

の
古
典
文
学
を
、
天
皇
、
将
軍
、
公
家
、
大
名

た
ち
に
講

　　
　

釈
し
、
ま
た
彼
ら
は
優
れ
た
書
家

で
も
あ

っ
た
の
で
、
貴
重
な

古
曲
ハ書
を
写
し
た
り
、
数
多
く
の
絵
巻

の
詞
書
を
揮
毫
し
た
り

　り
　

し
た
。
三
条
西
家
は
近
衛
家
と
は
違

っ
て
、
足
利
家
と
姻
戚
関

係
を
結

ん
で
い
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
幕
府

の

業
務

に
た
ず
さ
わ
る
こ
と
も
あ
り
、
特
に
将
軍
義
晴

の
初
期

の

　　
　

治
世
を
支
え
て
い
た
細
川
高
国
と
関
わ
り
が
あ

っ
た
。

三
条
本

に
何
ら
か
の
形
で
三
条
西
家
が
関
わ

っ
て
い
た
と
い

う
可
能
性
は
、
次

の
よ
う
な
事
実

に
基
づ
く
。

つ
ま
り
三
条
西
家

は
初
期
狩
野

派
の
、
と
く
に
元
信
と
松
栄
に
と

っ
て
は
重
要
な
バ
ト
ロ
ソ
だ

っ
た
可
能
性
が

に

す
い

高

い
の
で
あ

る
。
『
二
水
記
』
と

『実
隆
公
記
』

に
は
大
永
五
年

(
一
五
二
五
)

に
元
信
が
松
竹
梅

の
屏
風
を
制
作
し
た
と

い
う
記
事
や
、
享
禄

二
年

(
一
五
二

　お
　

九
)
に
実
隆
が
元
信
に
注
文
し
た
扇

の
記
事
が
出
て
く
る
。
こ
れ
ら

の
作
品

は

残

っ
て
い
な
い
が
、
嵯
峨
の
二
尊
院

に
あ
る
公
条
を
描
い
た
肖
像
画
と

《
二
尊

院
縁
起
絵
巻
》
は
と
も

に
狩
野
派

の
作
品
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
松
栄
か
同
代

の

　　
　

手
に
な
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
三
条
本
が
狩
野
松
栄
に
よ
る
作
品
で
あ
り
、
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そ
の
中
に
他

に
見
ら
れ
な
い
三
条
西
公
条
が
描
か
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
三
条
本
は
三
条
西
家
が
顧
問
も
し
く
は
責
任
者
と
し
て
制
作

に
関
わ

っ
て

い
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
な
が
ち
否
定

で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
の
は
、
三
条
西
家
が
三
条
家
と
緊
密
な
関
係

に
あ
り
、

こ
の
屏
風
が

二
十
世
紀
以
前
か
ら
そ

の
三
条
家
の

コ
レ
ク

シ
ョ
ソ
に
入

っ
て
い
た
と
い
う
事

実

で
あ
る
。

三
条
西
実
隆

の
二
人

の
娘
は
関
白
二
条
尚
経
及
び
権
大
納
言
正
親
町
実
胤
と

　　
　

結
婚
し
た
が
、
三
条
本
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
な
最
後

の
手
が
か
り
と
な
る

の
は
、
足
利
家

へ
嫁
い
だ
公
家

の
娘
、
三
条

杏
子
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
中
世

末
期

の
京
都
に
生
き
た
ほ
と
ん
ど
の
女
性
と
同
じ
よ
う

に
、
三
条
杏
子
に
つ
い

て
は
断
片
的
な
情
報
し
か
な
い
。
分
か

っ
て

い
る
の
は
左
大
臣
三
条
実
香

(
一

四
六
八
-

一
五
五
八
)
の
娘
だ
と

い
う
こ
と
く
ら
い
で
あ

る
。
た
だ
実
香

に
つ

い
て
は
よ
り
詳
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
彼
の
い
と
こ
に
あ
た
り
、
親
し

く
交
友
し
隣
人
で
も
あ

っ
た
三
条
西
実
隆
が
遺
し
た
日
記

『実
隆
公
記
』
の
お

か
げ

で
あ
る
。
『実
隆
公
記
』
に
は
し
ぼ
し
ば
実
香
と
そ
の
息
子
公
頼

(
一
四

九
八
-

一
五
五

一
)
の
記
事
が
見
え
る
。
現
存
す
る

『実
隆
公
記
』
は
実
香

か

ら
実
隆
に
宛

て
た
手
紙

の
裏
に
書

い
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
頻
繁

に
文
通
し
て
い

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
実
隆

は
、
実
香

の
娘
杏
子
が
大
永
五
年

(
一

五
二
五
)
に
義
晴

(当
時
十
五
歳
)
に
嫁
ぐ
際

に
行
わ
れ
た
交
渉

の
様
子
を
記

録
し
て
い
る
。
杏
子
は
そ
の
夏

の
終
わ
り
に
義
晴

の
上
藹
と
な
り
、
側
室
と
な

　お
　

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
義
晴
が
大
永
七
年

(
一
五
二
七
)
に
近
江

へ
逃
亡

し
た

際
に
も
そ
れ

に
従

い
、
さ
ら

に
大
永
八
年

(
一
五
二
八
)
に
は
東
寺
に
張
ら
れ

　　
　

た
義
晴

の
陣
営

に
合
流
し
て
い
る
。
杏
子
は

『実
隆
公
記
』
で
は
後
に

コ

対

局
杏
子
」
と
呼
ぼ
れ
て
い
る
が
、
「局
」
と
い
う
の
は
将
軍

の
妻
た
ち

の
た
め

に
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
杏
子
は
明
ら
か
に
将
軍
家

の
中

で
高
い
地
位

　あ
　

に
つ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
杏
子
が
実
隆
と
親
交
を
保
ち
続
け
た
こ

と
は
実
隆
が
と
き
お
り
杏
子
か
ら
受
げ
取

っ
た
贈
り
物

に
つ
い
て
書
き
留
め
て

　
あ
　

い
る

こ
と

か

ら

も

明

ら

か

で

あ

る
。

結
論

以
上
の
よ
う
な
人
脈
を
総
合
的

に
見
る
と
、
こ
の
屏
風

は
足
利
家

の
立
場
に

強
く
共
感
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
足
利
義
晴

(あ
る
い
は

義
輝
)、
三
条
西
家
、
三
条
家

へ
と

つ
な
が

る
人
脈
か
ら
、
誰
が

こ
の
洛
中
洛

外
図

の
制
作
を
依
頼
し
、
な
ぜ
注
文
を
し
た
の
か
と
い
う
問
題
が
解
決

で
き
そ

う
に
思
え
て
く
る
。
初
期
狩
野
派

の
パ
ト

ロ
ン
で
あ

っ
た
三
条
西
家
は
、
こ
の

洛
中
洛
外
図
屏
風
に
の
み
描
か
れ
て
お
り
、
三
条
家
は
足
利
家
と
も
三
条
西
家

と
も
親
し
い
関
係
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
も
と
こ
の
屏
風
を
所
有
し
た
の

は
三
条
家
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
あ
る
可
能
性
が
立
ち
現

れ
て
く
る
。
例
え
ぽ
、
足
利
義
晴
と
三
条
杏
子
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
注
文

で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
推
測

に
は
限
り
が
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
明
確

に
な

っ
た
こ
と
は
、

一
見
す
る
と
京
都

の

名
所
を
集
め
た
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
こ
の
屏
風
が
、
実
際

に
は
注
意
深
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く
選
択
さ
れ
た
人
脈
の
地
図

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
人
脈

人
々
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
ー

は
、
そ
の
地
位

を
脅

か
さ
れ
続
け
、
都
か
ら
排
除

さ
れ

つ
づ
け
た
若
き
将
軍
を
常

に
支
え
つ
づ
け
た
人
々
で
あ

っ
た
。

こ
の
ネ

ヅ

ト
ワ
ー
ク
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
こ
そ
、
こ
の
屏
風
に
描

か
れ
た
人
々
が
共
有
す

る

「都

の
姿
」
を
支
え
た
も
の
で
あ
り
、

こ
の
屏
風
を
作
り
上
げ

る
こ
と
が
か

れ
ら
自
身

の
依

っ
て
立

つ
と
こ
ろ
を
確
認
す

る
作
業
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

注(1
)

奥
平
俊
六
は
三
条
本
の
犬
追
物
と
観
世
能
に
着
目
し
、
各
の
場
所
に
対
す

る
記
憶
に
つ
い
て
三
条
本
の
制
作
年
代
が
あ
が
る
可
能
性
を
挙
げ
た

(『日
本

美
術
館
』
小
学
館

一
九
九
七
年
)
。

(2
)

武
田
恒
夫

「初
期
洛
中
洛
外
図
に
お
け
る
景
観
構
成
1

そ
の
成
立
を
め

ぐ

っ

て
」

(
『美

術

史

』

五

三

(
一
九

六

四

年

)
、
辻

惟

雄

『洛

中

洛

外

図
』

(
『日

本

の
美
術

』

一
二

一
、
至
文

堂

、

一
九
七

六
年

)
。

(3
)

拙
稿

「洛
中
洛
外
図
の
発
見
ー

ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
の
視
点
か
ら
」
明

治
学

院
大

学
言

語
文

化
研

究
所

『言

語
文

化
』

一
九

、

二
〇
〇

二
年

)
。

(4
)

折
烏

帽

子

(侍

鳥
帽

子
と

も
呼

ば

れ

る
)

に

は
さ

ま
ざ

ま

な
形

の
も

の
が

あ

る
が
、

そ

れ
ら

を
区

別

す

る
専

門
用

語

は
な

い
。
折
鳥

帽

子

は
、

公
家

が

か

ぶ

っ
て

い
た
背

の
高

い
鳥

帽

子
を

折

り
曲
げ

た
も

の
で
、
武

士

の
間

で

(非

戦

闘
時

に
)
広

ま

っ
た
も

の

で
あ

る
。
何

度

も

折

り
曲

げ

ら
れ

た
結

果

小

さ

く
な

っ
た

タ
イ
プ

の
も

の
が

、

こ

の
屏
風

や
他

の
絵

画

で
も

っ
と
も

よ

く
あ

ら

わ
れ

る
も

の

で
あ

る
。

こ

の
集

団

を
率

い

て

い
る

二
人

の
人
物

が

被

っ
て

い
る

も

の

に
は
、
折
り
目
は
一
つ
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
鳥
帽
子
と
華
や
か
な
色

の
直

垂
は
、
第
六
代
将
軍
足
利
義
教
像

(愛
知
県
、
妙
興
寺
)
に
描
か
れ
て
い
る
も

の
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
。
丸
山
伸
彦

『武
家
の
服
飾
』
(『日
本
の
美
術
』
三

四
〇
、
至
文
堂
、

一
九
九
四
年
)、
三
七
頁
か
ら
四
四
頁
、
図
五
四
及
び
六
七

を
参
照
。

(5
)

義
輝
の
元
服
記
に
は
赤
い
鞍
を
つ
け
た
馬
に
騎
乗
し
た
相
伴
衆
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
瀬
田
勝
哉
氏
は
、
上
杉
本
に
描
か
れ
た
同
様
の
集
団
を
参
照
し
て

こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
瀬
田
勝
哉

『洛
中
洛
外
の
群
像

"
失
わ
れ
た
中
世

京
都

へ
』
(平
凡
社
、

一
九
九
四
年
)、

一
二
五
頁
参
照
。

『光
源
院
殿
御
元
服
記
』
(光
源
院
は
足
利
義
輝
の
謚
号
)
は
群
書
類
従
二
二
巻

武
家
部

(続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
二
八
年
)
、

一
四
七
頁
。

(6
)

東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の

「洛
中
洛
外
図
模
本
」
(東
博
模
本
)
に
は
、

伊
勢
氏
の
屋
敷
や
他
の
地
方
守
護
大
名
の
屋
敷
が
描
か
れ
て
い
る
。

(7
)

『二
水
記
』
大
永
七
年
二
月
二
十
日
条
。

(8
)

こ
の
貼
紙
と
位
置
は
、
東
博
模
本
と
上
杉
本
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。
両

者

に
は
、
「薬
師
寺
、
備
後
守
」
と
書
か
れ
て
い
る

(「薬
師
寺
備
後
守
」
「薬

師
寺
備
後
」
)。

(9
)

「上
杉
本
洛
中
洛
外
図
」
左
隻
第
三
扇
。

(10
)

「備
後
守
」
と
呼
ぼ
れ
た
薬
師
寺
国
長

(P
I

一
五
三
三
)
は
、
摂
津
国

の
守
護
代
で
あ

っ
た
。
国
長
は
初
め
細
川
高
国
に
仕
え
た
が
、
後
に
細
川
晴
元

方
に
寝
返

っ
た
。
国
長
が

一
五
三
三
年
に
高
雄
で
没
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
薬

師
寺

一
族
は
絶
え
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
(反
対
勢
力
に
付
い
て
い
た
)

薬
師
寺
の
一
族
は
そ
れ
以
後
も
存
続
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
『足
利
季
世
記
』

『細
川
両
家
記
』
の
記
録
に
よ
る
と
、

一
五
四
七
年
に
細
川
晴
元
は
、
摂
津
芥
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《三条本洛中洛外図》の人脈について

川
城

で
薬
師

寺

与

一

(
元
房
、

年

代

不
詳
、

一
五

四
七

年
没

P
)

に
敗

退

し

た

と

い
う
。

『
足
利

季

世

記
』

改

訂
史

籍

集

覧

=

二
巻

(臨

川
書

店

、

一
九

八

四

年

)
、

一
九

一
頁
、

『細

川
両

家

記
』

群
書

類

従

二
〇

巻
、

合
戦

部

(続

群

書

類

従

完
成

会

、

一
九

八
四
年

)
、

六
〇

七
頁
。

(
11
)

こ
れ
ら

に
は
、
広

橋

家
、

竹
内

家
、

花

山
院

、

三
条

家
が

含

ま

れ

る
。

石

田
尚
豊

他

監
修

『
洛
中

洛

外
図

大

観
』

町

田
家

旧
蔵

本
、

四

五
頁

か
ら

四
七

頁
。

(
12
)

三
条

西
実

隆
も

他

の
公

家

た

ち
と

同
様

に
、

飛
鳥

井

家

で
歌

を

教
授

さ

れ

た
。

原

勝
郎

『東

山

時

代

に
於

け

る

一
縉

紳

の
生

活

』

(講
談

社

学

術

文

庫

第

四
版

、

一
九
九

〇
年

)
、

一
〇

五
頁
。

(
13
)

例

え
ば

、
天

文

七
年

(
一
五

三

八
)
五

月

七
日

に
は
、
細

川

晴

元
が

飛
鳥

井
家

で
催

さ
れ

た
蹴
鞠

に
参

加

し

て

い
る
。

『
親
俊

日
記

』
天

文

七

年

(
一
五

三

八
)

五
月

七

日
条

、
蜷

川
親

俊

『親

俊

日
記

』
増

補
続

史

料

大
成

=
二
巻

、

(臨

川
書
店

、
第

四
版

、

一
九

八
五
年

)
、

八
七

頁
。

(14
)

『
二
水
記

』
大

永

三
年

(
一
五

二
三
)

三
月

二
六

日
条
、

『
光

源
院

殿

御

元

服

記
』

群
書

類

従

二

二
巻

武
家

部

(続

群

書

類

従
完

成

会

、

一
九

二

八
年

)
、

一
六
〇
頁

。

(15
)

関
白

に
は
五
摂

家

の
者

が
交

代

で
就

く

と

い
う

制
度

は
存
続

し

て

い
た
が
、

近
衛

家
出

身
者

が

最

も
長

く

こ

の
地
位

に
就

い
て

い
た
。
近

衛

稙
家

(
一
五

二

五
年

か
ら

一
五
三

三
年
、

一
五
三

六
年

か
ら

一
五

四

二
年

)
。

(16
)

国

史

大

系

編

『尊

卑

分

脈
』

第

3

巻
、

新

訂

増

補

国

史

大

系

六

〇

巻

(㈲

)
、

(吉
川

弘

文
館

、

一
九

六

六
年

)
、

二
五

六
頁

、

ま

た
桑

田
忠

親

『足

利

将
軍

列
伝

』

(秋

田
書

店

、

一
九
七

五
年

)
、

二
九

五
頁
も

参
照

。

(17
)

義
政

ー
政

家
、

義
尚

-

尚
通
、

義
稙

-
稙

家
、

義
晴

-
晴

嗣
。

(18
)

桑

田
前

掲
書

、

二
九

五
頁

、

ま

た

『光

源

院
殿

御

元
服

記

』

一
五
七

頁

か

ら

一
六
〇
頁

も
参

照
。

(
19
)

鶴

崎

裕
雄

「近

衛

殿

の
糸

桜

洛

中
洛

外

屏
風

に
読

む
公

家
社

会

の
位

置

」

(
『文
学

』

五

二
号

、

一
九

八
四
年

三
月

)
、

一
六
二
頁

。

(
20
)

大
慈

院

は
、

明
治

時
代

に
宝
鏡

寺

に
組

み
入

れ
ら

れ

た
。
林

屋

他
編

『京

都

市

の
地
名

』

六

一
二
頁
参

照
。

(
21
)

大
石

雅
章

「
比
丘

尼

御
所

と

室
町

幕
府

」

(
『
日
本
史

研

究
』

三

三

五
、

一

九
九

〇
年

七
月

)
、

一
ニ
ー

一
八
頁
。

(
22
)

荒
川

玲

子

「
景
愛

寺

の
沿

革

」

(
『書

陵

部
紀

要

』

二
八
、

一
九

七

六
年

)
、

六
五

頁
。

(
23
)

脇

田
晴

子

『
中
世

に
生
き

る
女

た

ち
』

岩

波
新

書

(岩

波
書

店

、

一
九

九

五
年

)
、

一
五

三
頁
。

(
24
)

大
石

氏

の
指
摘

に

よ
れ
ぽ

、
足

利
氏

の
娘

た

ち
が
、

幼

い
と
き

に
尼
僧
寺

院

に
入

る

こ
と
は
珍

し

い

こ
と

で
は
な

か

っ
た
と

い
う
。

大
石

、
七
頁

。

(
25
)

『
尊
卑

分
脈

』

一
巻
、

一
四

二
頁

。

(26
)

芳
賀

幸

四
郎

『
三
条

西
実

隆

』

(吉

川

弘
文

館

、

一
九

六
〇

年
)
、

二
七

六

頁

か
ら

二
七
九

頁
。

(27
)

土
佐

光

信
筆

《
清

水

寺
縁

起

絵
巻

》

一
五

一
七
年

、
狩

野

元
信

筆

《
酒

呑

童

子
絵

巻
》

一
五

二
二
年

、
掃

部

助
久

国

筆

《
真
如

堂

縁
起

絵

巻
》

一
五

二
四

年
、

土
佐

光

茂
筆

《
桑
実

寺
縁

起

絵
巻

》

一
五

三

二
年

、
《
二
尊

院
縁

起

絵
巻

》

一
五
六
〇

年
頃

、

以
上

の
作

品

い
ず

れ

も
、

実
隆

か
公
条

が

詞
書

を

担
当

し

て

も

し
く

は
参
加

し

た
。

(28
)

芳
賀

幸

四
郎

『
三
条

西
実

隆
』
、

二
三

四
頁

か
ら

二
三
六
頁

。

(29
)

『実

隆

公

記
』

大
永

五
年

(
一
五

二
五
)

一

一
月

一
二

日

条
、

享

禄

二
年

(
一
五

二
九
)

八
月

一
二
日
条

。
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(30
)

京
都

国
立

博
物

館

編

『
室

町
時

代

の
狩

野

派
』

二

二
〇

頁

か
ら

二

二
三

頁
。

(
31
)

『
尊
卑

分

脈
』

一
巻
、

九

二
頁

か
ら

一
四
二
頁
。

(
32
)

芳
賀

、

二
頁

か
ら

三
頁
。

(
33
)

『
実

隆

公
記

』

大
永

五

年

(
一
五

二

五
)

七

月

二

九

日

条
、

同

八

月

二

一

日
条

、
大

永

七
年

(
一
五

二
七
)

五
月

二
日
条

、
大

永

八
年

(
一
五

二
八
)

一

月

二
二

日
条

。

(
34
)

『
実
隆

公
記

』
享

禄

三
年

(
一
五
三
〇

)
閏

五
月

一
〇

日
条

。

(
35
)

同
上

、
実

隆

の
記
事

に
は
、

杏

子

か
ら
義

晴

自
身

が

描

い
た
観
音

像

の
入

っ
た
箱
が

贈
ら

れ

た
と
あ

る
。
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